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強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 日本海沿岸東北自動車道 本荘～岩城（新直轄）
ほんじょう い わ き

（秋田県由利本荘市）
ゆ り ほ ん じ ょ う

事業着手：平成９年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度全線暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
一般国道７号は、日本海沿岸の主要都市部を結ぶ主要幹線道路ですが、

平行路線・迂回路がないことから、通勤交通等が集中し、著しい渋滞が発生し
ており、円滑な交通環境が求められています。また、秋田市に集中する三次救
急医療施設への搬送時間１時間圏域のカバー率増加や緊急時の代替路線と
しての整備が強く求められています。日本海沿岸東北自動車道の骨格を形成
する本荘～岩城は、これらの問題を緩和解消する高規格道路として、その整
備が強く期待されています。
「事業の概要」
日本海沿岸東北自動車道の一部である本荘～岩城は、地域間交流の促

進、一般国道７号の交通混雑解消、三次救急医療施設への１時間圏域カバー
率増加、緊急時の代替路線確保などを目的として整備を進められています。平成１９年度は、本荘IC(仮)
～岩城IC間のL=２１kmの全線暫定供用を目指し整備を行っています。

▲ 位 置 図 ▲日本海沿岸東北自動車道
本荘～岩城間の整備状況

▲三次救急医療施設６０分圏域の拡大 ▲代替路確保による信頼性の確保と渋滞の緩和

平成１９年度の予定

○本荘ＩＣ（仮）～岩城ＩＣ間のL=２１ｋｍについて、舗装及び付属施設工事を実施し、全線暫定供用を図る
予定です。

事 業 効 果

○国道７号の渋滞の緩和
○安心出来る生活の確保（三次救急医療施設１時間圏域の拡大）
○緊急時の代替路線の確保

H19供用予定
L=21km
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強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 日本海沿岸東北自動車道 一般国道７号 仁賀保本荘道路（直轄）
に か ほ ほ ん じ ょ う

（秋田県にかほ市～由利本荘市）
ゆ り ほ ん じ ょ う

事業着手：平成１２年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度部分暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
一般国道７号は、日本海沿岸の主要都市部を結ぶ主要幹線道路で大動脈

の役割を果たしているものの、平行路線・迂回路がないことから、通勤交通等
が集中し、著しい渋滞が発生しています。また、秋田市に集中する三次医療施
設への搬送時間１時間圏域の増加や緊急時の代替路線確保など、一般国道
７号と平行する自動車専用道路の整備が強く期待され、早急な整備が必要と
なっています。

「事業の概要」
仁賀保本荘道路事業は、日本海沿岸東北自動車道の一部を形成するととも

に、地域間交流の促進、一般国道７号の交通混雑の解消、三次救急医療施設
への１時間圏域カバー率増加、緊急時の代替路線確保などを目的として整備を進めています。平成１９年

度は、にかほ市の両前寺交差点（国道７号ワンタッチ）から本荘ＩＣ（仮）までの延長１１．３ｋｍの部分暫定供
りょ うぜんじ

用を目指し整備を行っています。

▲ 位 置 図 ▲仁賀保本荘道路の整備状況

西目出戸交差点の渋滞状況

▲

平成１９年度の予定

○にかほ市両前寺交差点（国道ワンタッチ）～本荘ＩＣ（仮）間L=１１．３ｋｍについて、舗装及び付属施設工
事を実施し、部分暫定供用を図る予定です。

事 業 効 果

○国道７号の渋滞の緩和
○安心出来る生活の確保（三次救急医療施設６０分圏域の拡大）
○代替路による交通の信頼性確保

H19供用予定
L=11.3km
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強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 日本海沿岸東北自動車道 一般国道７号 琴丘能代道路（直轄）
ことおかのしろ

（秋田県山本郡三種町～能代市）
やまもとぐんみたねちょう

事業着手：昭和５８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度全線暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
国道７号では市街部等で交通混雑が発生しています。また、三次救急医療

施設の６０分カバー圏が秋田県北地域では７２％にとどまっており、圏域の拡
大が早急に求められています。さらに、人口減少、地場産業低迷等が顕著で
ある秋田県北地域では、域内･域外、秋田市(秋田港)、大館能代空港等との交
流活発化のための交流条件向上が求められています。

「事業の概要」
琴丘能代道路は、主要渋滞ポイント能代高校

前交差点の渋滞緩和、三次救急医療施設６０分
カバー圏の拡大及び秋田市(秋田港)との交流条
件向上等を目的とした延長３３．８kmの自動車専
用道路で、これまでに能代東ICまでの２３．８km
については供用済み(能代南IC～能代東IC間6.7
kmはH18.7.29供用)、残る１０．０ｋｍ区間につい
ては、平成１９年度を開通目標として事業を進め
ています。

※市町村合併前の境界で表現しております

平成１９年度の予定

○残区間となる能代東I.C～二ッ井I.C（仮）間のＬ＝１０．０㎞については、舗装及び付属施設工事を実施
し、平成１９年度の暫定供用(琴丘能代道路として全線暫定供用)を図る予定です。

事 業 効 果

○圏域内外の交流条件向上
○三次救急医療施設６０分圏域の拡大(カバー圏域に新たに旧二ッ井町(約1.2万人)が加わります)
○緊急輸送道路ネットワークの形成
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強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 東北中央自動車道 湯沢横手道路（直轄）
ゆ ざ わ よ こ て

（秋田県湯沢市～横手市）
ゆ ざ わ よ こ て

事業着手：昭和５９年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度全線暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
一般国道１３号における当該区間は、交通量の増加と車輌の大型化による

交通混雑、特に冬期間の交通渋滞が著しく、沿道の生活環境の悪化等を引き
起こしており、早急な対策が必要となっています。

「事業の概要」
湯沢横手道路は、当該区間における一般国道１３号の交通混雑の解消及び

沿道環境の改善を図るとともに、地域間の交流・連携に寄与することを目的と
した延長２９．０kmの道路事業です。

▲ 位 置 図 ▲一般国道１３号湯沢市上関地内の冬期交通状況

平成１９年度の予定

○残区間となる雄勝Ｉ．Ｃ～須川Ｉ．Ｃ区間Ｌ＝３．６ｋｍについて、全線暫定供用を図る予定です。
お が ち す か わ

事 業 効 果

○地域産業への支援
湯沢市周辺地域へのアクセス性を向上させ、観光産業の活性化を促進します。

○冬期交通環境の向上
民家が建ち並び、冬期には道路の幅員狭小が原因の走行速度低下を起こす現国道１３号を回避するこ
とができます。
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H19供用予定
L=4.9km

至　新庄

強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 東北中央自動車道 一般国道１３号 主寝坂道路（直轄）
し ゅ ね ざ か

（山形県最上郡金山町～真室川町）
も が み ぐ ん か ね や ま ま ち ま む ろ が わ ま ち

事業着手：平成８年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度全線暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 山形県

「事業の必要性」
国道１３号の金山町主寝坂峠付近は、幅員狭小（Wmin=6.0m）、急カーブ（R

min=30m）、急勾配（Imax=6.2%）の連続している状況となっています。また、大
型車のすれ違いが困難で老朽化の著しい主寝坂トンネルや通行規制（連続雨
量150mm）の指定区間があるなど、国道１３号最大の隘路区間となっていること
から、国道としての機能低下が著しく、早急な整備が必要となっています。

「事業の概要」
主寝坂道路は、一般通行規制区間による大幅な迂回の解消、狭小トンネル

や隘路区間の解消等を目的とした延長9.9kmの自動車専用道路です。金山町

大字中田～真室川町大字及位間５kmについては、平成１７年度に部分暫定供用済み、残る4.9kmについ
て事業を行っています。

▲ 位 置 図 ▲整備が進む主寝坂道路（金山町飛ノ森付近より終点方向を望む）

▲通行止めによる大幅な迂回ルート ▲現道のヘアピンカーブ（金山町飛ノ森付近）

平成１９年度の予定

○金山町大字飛ノ森～金山町大字中田間L=4.9kmにおいて、舗装工事を実施し、全線暫定供用を図る予
定です。

事 業 効 果

○一般通行規制区間（連続雨量150mm）を避け、災害時における大幅な迂回の解消
○冬期をはじめとする走行時の安全性・快適性向上
○国道１３号の物流効率化の支援

至　秋田
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強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 新潟山形南部連絡道路 一般国道１１３号 赤湯バイパス（直轄）
あ か ゆ

（山形県南陽市～東置賜郡高畠町）
な ん よ う し ひがしおきたまぐん た か は た ま ち

事業着手：平成７年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度部分暫定供用予定

事業の必要性・事業の概要 山形県

「事業の必要性」

国道１１３号南陽市赤湯の市街地区間は、幅員が狭く、直角曲がりが２箇所
なんよう あ か ゆ

あり、大型通行規制区間があるなど幹線道路としてふさわしくない状況になっ
ています。また、豪雪地帯にも関わらず、堆雪余裕がなく、運搬排雪を余儀な
くされ、歩道が確保されず、安全性の面からも問題が指摘されています。

「事業の概要」
赤湯バイパスは、劣悪な現道状況による交通混雑や旅行速度の低下を解消

することを目的とした延長7.2kmの自動車専用道路です。南陽市大字鍋田～
な べ た

高畠町大字深沼間1.2kmについては、平成１５年に暫定供用済み、残る6.0km区間について事業を行って
たかはたまち ふかぬま

います。

▲ 位 置 図 ▲南陽市赤湯の混雑状況

▲大型車走行ルート
と所要時間 ▲整備が進む赤湯バイパス

（南陽市島貫付近より終点方向を望む）

平成１９年度の予定

○南陽市大字島貫～南陽市大字鍋田間L=2.0kmにおいて、土工・舗装工事を実施し、部分暫定供用を図
る予定です。

事 業 効 果

○大型車通行規制区間の回避
○南陽市赤湯市街地の現道交通量が減少し、住民の安全と生活環境が改善
○公立置賜総合病院へのアクセス向上（高畠町の５千人が３０分圏内に）

至南陽市街

至新潟

H19供用予定
L=2.0km



- 72 -

強い東北の創造 「縦」、「横」のネットワークによる広域的な交流・連携の推進

事業名 一般国道４５５号 早坂道路（補助：事業主体 岩手県）
は や さか

（岩手県盛岡市～下閉伊郡岩泉町）
も り お か いわいずみ

事業着手：平成１０年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 岩手県

「事業の必要性」
一般国道４５５号は、岩手県盛岡市を起点とし、岩泉町に至る延長約１０４ｋ

ｍの幹線道路です。
早坂峠付近の約１０ｋｍ区間は、線形不良(Ｒｍｉｎ＝１０ｍ)、急勾配（Imax＝９

％）が連続する隘路区間となっており、交通事故が多発し、特殊通行規制区間
（雪崩）が存在するなど、通行車両の安全で円滑な通行の支障となっていま
す。また、平成８年度の道路防災点検において、要対策箇所が４箇所存在し、
早急な安全対策が必要となっています。
「事業の概要」

早坂道路は、早坂峠付近の線形不良、急勾配などの交通隘路区間を解消
し、安全で円滑な交通の確保を目的とした、延長約４．２ｋｍのバイパス整備事
業です。早坂道路の完成により、県都盛岡市と沿岸北部地域の所要時間が約
１０分短縮されるほか、特殊通行規制区間（雪崩）及び防災点検要対策箇所の回避により、安全で円滑な
交通機能を確保します。

平成１９年度の予定

○トンネル設備工事、改良工事等を実施し、事業の完成を図る予定です。

事 業 効 果

○県都盛岡市と沿岸北部地域のアクセス向上が図られます(約１０分の時間短縮)。
○線形不良、急勾配などの隘路区間の解消、及び特殊通行規制区間（雪崩）、平成８年度の防災点検要
対策箇所の回避により、通行車両の安全性が向上します。

：R=50m以下の主な急カーブ

【早坂峠の状況】

【事故発生の状況】

【完成予想図】
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強い東北の創造 グローバル化に対応した「自立した経済システム」を支える基盤整備

事業名 仙台空港Ｂ滑走路改良事業（直轄）

（宮城県名取市）
な と り

事業着手：平成１８年度 完成・供用の目標年度：平成２０年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 宮城県

「事業の必要性」
仙台空港は、全国主要都市間に10路線・42往復/日、国際線はグアム、東

南アジア方面に６路線・23往復/週の定期便が就航する東北地方の拠点空港
として地域の発展・国際化に大きく寄与しております。
主要滑走路（Ｂ滑走路）は、前回の改良(切削・嵩上げ)から約10年が経過

し、舗装の劣化による凹凸や亀裂が発生し、施設機能維持のため改良が必要
となっています。

「事業の概要」
本事業は、Ｂ滑走路（延長3,000m）の改良(切削・嵩上げ)を行い、安全かつ

安定した航空輸送サービスの確保を行うものです。
なお、供用中の空港であることから、工事は夜間作業となり翌日の航空機の運航に支障のないよう、日

々計画的に工事が進められます。

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、滑走路改良（切削・嵩上げ）を行い、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○ 空港施設機能の維持
○ 安定した航空輸送サービスの確保

亀裂の発生状況

Ｂ滑走路【3,000m×45m】

Ｂ滑走路改良計画図
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強い東北の創造 グローバル化に対応した「自立した経済システム」を支える基盤整備

事業名 秋田港外港地区防波堤整備事業（直轄）
が い こ う

（秋田県秋田市）

事業着手：平成３年度 完成・供用の目標年度：平成３０年度頃完成予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
秋田港外港地区の多目的国際ターミナルでは、コンテナ貨物や鉱産品等が

取扱われていますが、冬季風浪によって港内が擾乱し、貨物の荷役に障害が
発生しています。
また、長距離フェリーの安全性や定時性が確保されていない等の問題もある

ため、防波堤の整備によって港内の静穏度を向上させることが求められていま
す。

「事業の概要」
本事業は、港内の擾乱を抑え、多目的国際ターミナルの静穏度向上と航行

船舶の安全性の向上を図るため、防波堤（延長1,400m）を整備するものです。

▲ 港 内 擾 乱 状 況

▲ 秋 田 港 の 状 況

▲多目的国際ターミナルコンテナ荷役状況

▲秋田港外貿コンテナ取扱量
▲長距離フェリー接岸状況

※TEU（Ｔｗｅｎｔｙ－fｏｏｔ Equivalent Unit)ｺﾝﾃﾅの個数を数える単位（20ﾌｨｰﾄ･ｺﾝﾃﾅに換算したｺﾝﾃﾅ個数）

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、防波堤本体製作および据付を実施し、事業の進捗を図ります。

事 業 効 果

○多目的国際ターミナルの静穏度が向上し、物流の効率化が図られます。
○港内静穏度向上により、航行船舶の安全性の向上が図られます。
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強い東北の創造 グローバル化に対応した「自立した経済システム」を支える基盤整備

事業名 能代港大森地区 航路整備事業（直轄）
の し ろ お お も り

（秋田県能代市）
の し ろ

事業着手：平成１５年度 完成・供用の目標年度：平成１９年度完成予定

事業の必要性・事業の概要 秋田県

「事業の必要性」
能代港では東北北部の電力需要を支える東北電力能代火力発電所が稼働

しており、発電燃料として年間約３００万トンの石炭を海外から輸入しています。
この他、県北内陸部のリサイクル産業の国際競争力向上のため、中国・韓国

等の東アジア地域から重金属や貴金属を含んだリサイクル原料を輸入し、背
後地域の精錬所で金属を回収する計画が動き出すなどリサイクル品の増加が
見込まれます。
この様に、能代港の重要性は益々高まっていますが、同港では、波で巻き

上げられた土砂が海浜流により港内に運ばれる漂砂現象によって、航路に砂
が堆積して浅くなり、石炭運搬船等の安全航行に支障となっていることから、恒
久的な航路水深の確保が求められています。

「事業の概要」
浅くなった航路は、浚渫して原状回復を図ることが一般的ですが、その都度、高い費用を要すると共に、

海上交通の安全性・信頼性が損なわれかねません。この対策として、能代港では潜堤※1を設置して、航路
への漂砂移動量を減少させると共に、ポケット※2を造り、長期にわたって航路の計画水深を維持することが
有効とのシミュレーション結果を得て、整備を進めています。
なお、本事業はエネルギーの安定供給を目的とした公共性の高い事業であることから、エネルギー港湾

事業※3として、受益者の応分の負担により整備しています。
※１ 潜堤：水中に設置する壁状の構造物

※２ ポケット：事前に計画水深より深く浚渫し堆積砂をため込む溝

※３ エネルギー港湾事業：企業合理化促進法に基づき、企業者から申請され重要港湾等における事業で、国と港湾管理者の協議の整

ったもので、①大規模な石油精製工場の生産拡大に対応した水域、外かく施設の整備事業。②エネルギーの多様化への対応及び安

定供給に必要とされる国家的要請に基づく石油備蓄、電力立地等に対応した水域、外かく施設の整備事業などがあります。

▲ 潜堤等による漂砂の防護

▲ 能代港の漂砂現象

▲ 石炭運搬船“能代丸”

平成１９年度の予定

○平成１９年度は、航路ポケット浚渫を実施し、事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○今後、長期（概ね２０年と推定）にわたって航路計画水深が維持され、大型船が安全に航行できるように
なります。




